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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テーブルのテーブル面にスクリーンを設け、該テーブル内に設けた投写装置から該スク
リーンに映像を投写して表示させるテーブル型情報端末において、
　該テーブル内に、
　　該スクリーンを撮像するカメラ部と、
　　該カメラ部からの映像信号から該スクリーンでの該テーブル面上に置かれる物体のシ
ルエットを検出して、該シルエットを生じさせる該物体の種類を判定する判定手段と
　を備え、
　該スクリーンを格子状に配列された複数のセル領域に仮想的に分割し、該セル領域の夫
々毎に位置情報が設定され、該セル領域は夫々複数の画素の集合体からなり、
　該判定手段は、
　　該カメラ部で撮像された映像信号の画素毎の輝度レベルを検出して、該輝度レベルが
所定の閾値以下の画素が所定個数存在する該セル領域が該シルエット内に存在するものと
判定し、
　　該シルエット内に存在すると判定された該セル領域の集合を該シルエットの形状とし
て、該シルエットの形状が手の先の形状か、それ以外の物体の形状かを判定することによ
って該物体の種類を判定するとともに、判定した該物体の種類が手の先であるとき、該手
の先の指先に対応する該セル領域の位置を検出し、
　該スクリーンには、コンテンツメニューからなるコンテンツリストが順次横方向に流れ
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るようにスクロール表示されるコンテンツリスト表示領域を含む情報操作が面が表示され
、
　該コンテンツリスト表示領域にシルエットを生じさせる物体が置かれたとき、該判定手
段の判定結果に応じて該投写装置によって投写される該コンテンツリストの流れを制御す
る制御手段を備え、
　該制御手段は、該シルエットの形状が手の先の形状以外の形状であるとき、該シルエッ
ト内に存在すると判定された該セル領域には、該コンテンツリストが表示されないように
、該コンテンツリストの流れを制御する
　ことを特徴とするテーブル型情報端末。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記コンテンツリストは、文字情報であって、
　前記セル領域は、該文字情報内の１文字を表示できる領域である
　ことを特徴とするテーブル型情報端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テーブルの天板にスクリーンを設け、このスクリーンでユーザが要求するコ
ンテンツを提供するテーブル型情報端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザに所望のコンテンツを提供するための方法として、従来、表示面に、まず、メニ
ューのリスト（コンテンツリスト）を表示し、このコンテンツリストから所望のコンテン
ツのメニューを選択することにより、このコンテンツをサーバで選択し、選択したコンテ
ンツを同じ表示面上に表示するようにした方法が知られている。
【０００３】
　そして、かかる方法の一従来例としては、かかるコンテンツリストを表示面上を、例え
ば、右から左に流れるようにスクロール表示させるようにしたものが提案されている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　喫茶店やカフェ，バーなどでは、例えば、ゲーム機などのように、テーブルのテーブル
面に映像の表示面を設け、これに所望の映像を表示させてユーザにゲームなどのための映
像を提供するようなことも行なわれている。かかるテーブル型の情報端末で上記特許文献
１に記載のコンテンツ提供方法を適用することにより、ユーザが所望とするコンテンツの
提供を選択的に受けることができるようにすることが考えられる。
【特許文献１】特開２００１ー２７３２９８号公報（図９～図１１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記特許文献１に記載の方法をテーブルのテーブル面での映像表示に適用し
た場合、ユーザにとってかかるテーブル型の情報端末を使い易くするために、このテーブ
ル面に表示されるコンテンツリストから所望のメニューをタッチ操作で選択できるように
することが考えられる。
【０００６】
　しかしながら、スクロールするコンテンツリストから所望のメニューを選択するために
は、このメニューに指先でタッチすることが必要であり、メニューにタッチしたことを検
出することができるようにすることが必要である。
【０００７】
　また、このようなタッチ操作によってメニューが選択されるようにすると、テーブル面
にコップなどの指先以外の物体が置かれた場合でも、メニューが選択されてしまうし、し
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かも、このような物体が置かれると、これでもってコンテンツリストの一部が隠され、ユ
ーザは一部のメニューを見ることができなくなるといった問題もある。このような問題が
あると、ユーザに気楽に使われなくなるおそれもある。
【０００８】
　さらに、コンテンツリストから所望とするメニューが選択されると、このメニューに対
するコンテンツが表示面に表示されて、コンテンツリストが表示されなくなり、他のコン
テンツを見たい場合には、コンテンツの表示画面からコンテンツリストの表示画面に切り
替えるための操作が必要となり、操作が煩雑にもなる。特に、このように、操作が煩雑に
なったことによっても、ユーザに気楽に使われなくなるおそれもある。
【０００９】
　本発明の目的は、かかる問題を解消し、ユーザが気楽に使用できて、所望のコンテンツ
の提供を簡単，かつ確実に受けることができるようにしたテーブル型情報端末を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するためには、本発明は、テーブルのテーブル面にスクリーンを設け、
テーブル内に設けた投写装置からスクリーンに映像を投写して表示させるテーブル型情報
端末であって、テーブル内に、スクリーンを撮像するカメラ部と、カメラ部からの映像信
号からスクリーンでのテーブル面に置かれた物体のシルエットを検出して、シルエットを
生じさせる物体の種類を判定する手段とを有し、スクリーンには、コンテンツメニューか
らなるコンテンツリストが横方向に流れるようにスクロール表示するコンテンツリスト表
示領域を含む情報操作画面が表示され、コンテンツリスト表示領域にシルエットを生じさ
せる物体が置かれたとき、判定手段の判定結果に応じて投写装置によって投写されるコン
テンツリストの流れを制御する制御手段を設けたものである。
【００１１】
　また、本発明は、シルエットを生じさせる物体の種類の判定が、物体がスクリーンに表
示される映像を操作するための物体か、それ以外の物体かの判定であり、制御手段が、コ
ンテンツリスト表示領域に映像を操作するため以外の物体が置かれたとき、判定手段の判
定結果に応じて投写装置によって投写されるコンテンツリストの流れを制御して、コンテ
ンツリストが物体を避けて流れるように表示させるものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、テーブル面にコンテンツメニューが表示されても、指先でこれをタッ
チ選択した場合、選択されたコンテンツメニューに対するコンテンツを確実に取得するこ
とができるし、また、指先以外の物体がこのテーブル面に載置されても、これによってコ
ンテンツが選択されるといった誤動作を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面により説明する。  
　図１は本発明による情報表示端末の一実施形態を示す構成図であって、同図（ａ）は外
観斜視図、同図（ｂ）は奥行き方向の縦断面図、同図（ｃ）は横方向の縦断面図であり、
１はテーブル、２は椅子、３はテーブル面、４，４ａ，４ｂはスクリーン、５は衝立、６
は赤外線ＬＥＤ（Light-Emitting Diode）、７は無線ＩＤタグのリーダ（タグリーダ）、
８は無線ＩＣカードのリーダ（カードリーダ）、９ａ，９ｂは近接センサ、１０は着座セ
ンサ、１１は前外面、１２は投写装置、１３はカメラ部である。
【００１４】
　同図において、この実施形態はテーブル１とその前に座るための椅子２とから構成され
、椅子２はテーブル１に対して固定された位置関係で配置されている。
【００１５】
　テーブル１の横長の天板の上面、即ち、テーブル面３には、このテーブル面３のほぼ全
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体にわたってスクリーン４ａ，４ｂが並設されている。これらスクリーン４ａ，４ｂには
、タッチセンサ（図示せず）が設けられていて、タッチパネルの機能を備えている。なお
、ここでは、２枚のスクリーン４ａ，４ｂが設けられているものとするが、１枚のスクリ
ーンでも、また、３枚以上のスクリーンでもよい。また、テーブル面３の椅子２側とは反
対側（以下、後ろ側といい、これに対し、椅子２側を手前側という）の辺部には、ほぼこ
の辺部全体わたって衝立５が設けられ、この衝立５に複数の赤外線ＬＥＤがスクリーン４
ａ，４ｂの配列方向に沿って取り付けられている。かかる赤外線ＬＥＤにより、スクリー
ン４ａ，４ｂ全体がほぼ均一の強度で赤外線が照射される。
【００１６】
　また、テーブル面３の右端部には、無線ＩＤタグを読み取るタグリーダ７が設けられ、
また、テーブル面３の左端部には、無線ＩＣカードを読み取るカードリーダ８が設けられ
ている。これらタグリーダ７とカードリーダ８はいずれもテーブル面３の内側に設けられ
ており、テーブル面３上のほぼタグリーダ７が設けられている位置に無線ＩＤタグを置く
と、タグリーダ７によってこの無線ＩＤタグの読み取りが行なわれ、同様に、テーブル面
３上のほぼカードリーダ８が設けられている位置に無線ＩＣカードを置くと、カードリー
ダ８によってこの無線ＩＣカードの読み取りが行なわれる。
【００１７】
　テーブル１の前外面１１には、テーブル１に接近するユーザ（顧客）を検知する近接セ
ンサ９ａ，９ｂが設けられており、また、椅子２の腰を乗せる部分には、着座センサ１０
が設けられている。
【００１８】
　テーブル１の内部には、図１（ｂ）に示すように、投写装置１２とカメラ部１３とが設
けられている。投写装置１２で映出される映像がレンズ（図示せず）で拡大されてスクリ
ーン４に投写される。また、カメラ部１３は、赤外線ＬＥＤ６から赤外線が照射されるス
クリーン４を裏側から図示しない赤外線フィルタを介して撮影し、スクリーン４上に乗せ
られる指先などの物体のシルエットを検出するために用いられる。このシルエットを撮像
してパターン認識処理することにより、このシルエットを生じさせるスクリーン４上の物
体の種類や移動方向などを判定する。
【００１９】
　また、図１（ｃ）に示すように、各赤外線ＬＥＤ６は広角に赤外線を放射し、隣りの赤
外線ＬＥＤ６の放射域と重なるようにしている。なお、ここでは、投写装置１２としては
、２つの投写装置１２ａ，１２ｂが設けられ、投写装置１２ａはスクリーン４ａに映像を
投写し、投写装置１２ｂはスクリーン４ｂに映像を投写する。また、図１（ｃ）では、図
示しないが、カメラ部１３（図１（ｂ））も、ここでは、２個用いられているものとする
。
【００２０】
　ここで、図２により、赤外線ＬＥＤ６が赤外線を広角に放射することによる作用につい
て説明する。
【００２１】
　図２（ａ１），（ｂ１），（ｃ１）は夫々スクリーン４の面からの物体１４の距離に応
じた赤外線（矢印で示す）の照明状態を示すものであって、図２（ａ１），（ｂ１）の順
に物体１４がスクリーン４に近づき、図２（ｃ１）で物体１４がスクリーン４上に乗った
状態を示している。
【００２２】
　また、図２（ａ２），（ｂ２），（ｃ２）は夫々図２（ａ１），（ｂ１），（ｃ１）の
状態でカメラ部１３が撮像して得られる映像信号を示すものである。
【００２３】
　まず、図２（ａ１）に示すように、物体１４がスクリーン４から離れている場合には、
この物体１４の真上の赤外線ＬＥＤ６から広角に放射される赤外線は、物体１４の上面に
照射され、この物体１４の側面や下面には照射されない。しかし、この物体１４の真上か
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らずれた、例えば、隣りの赤外線ＬＥＤ６ａ，６ｂから広角に放射される赤外線は物体１
４の下面の下側にも入り込む。このために、カメラ部１３から得られる映像信号は、図２
（ａ２）に示すように、物体１４の部分でレベルＶが低下するが、そのレベル低下も大き
くなく、ある程度大きいレベルＶとなっている。
【００２４】
　次に、図２（ｂ１）に示すように、図２（ａ１）に示す場合よりも物体１４がスクリー
ン４に近づいた場合には、物体１４の下面の下に入り込む隣りの赤外線ＬＥＤ６ａ，６ｂ
からの赤外線の光量が減少して、スクリーン４での物体１４のシルエットが濃くなり、そ
の分、図２（ｂ２）に示すように、物体の部分で映像信号のレベルＶがさらに低下する。
そして、このレベルＶが低下した部分の縁部（レベルが低下あるいは上昇する部分。以下
、レベル低下の境界部分という）でのレベルＶの空間方向の微分値が図２（ａ１）の場合
よりも大きくなる。なお、物体１４からスクリーン４から近づいていくと、かかる微分値
は大きくなっていく。
【００２５】
　そして、図（ｃ１）に示すように、物体１４の下面がスクリーン４に接して物体１４が
スクリーン４上に乗ると、この物体１４の下に入り込む赤外線がなくなるので、その部分
での映像信号のレベルＶは、図２（ｃ２）に示すように、ほとんど零となり、このレベル
Ｖ＝０へのレベル低下の境界部分の微分値も、図２（ｃ）から明らかなように、図２（ｂ
２）の場合よりも大きくなる。また、図２（ａ２）～（ｃ２）に示すように、レベルＶ＝
０に近いレベルＶTの閾値を設定し、これと映像信号とをレベル比較することにより、図
２（ｃ１）に示すように物体１４がスクリーン４に接した場合には、この部分での映像信
号のレベルＶは、図２（ｃ２）に示すように、Ｖ＜ＶTとなる。
【００２６】
　このようにして、映像信号のレベル低下の境界部分の微分値の変化により、物体１４が
スクリーン４に近づいているか、遠ざかっているかを判定することができ、また、レベル
Ｖ＝０に近い閾値ＶTにより、物体１４がスクリーン４上に乗ったことを判定することが
できる。
【００２７】
　図２（ｄ１）は図２（ｃ１）に示す物体１４と同じ太さであって、高さが異なる物体１
４’がスクリーン４上に乗った状態を示すものであって、図２（ｃ１）の場合と比較して
明らかなように、高い物体１４’の方がスクリーン４でのこの物体１４’の周囲を照射す
る赤外線の光量が少ない。このために、図２（ｃ１）と比較して明らかなように、高い物
体１４’の方がレベル低下の境界部分の微分値が小さくなる。従って、このことから、ス
クリーン４に乗っている物体が高いか、低いかといった高さの度合いを推定することがで
きる。
【００２８】
　なお、スクリーン４に乗っている物体の断面積の大きさや下面の形状は、スクリーン４
上のシルエットの大きさや形状によって判定できるし、また、スクリーン４上でのシルエ
ットの位置も判定できる。
【００２９】
　以上のように、広角に赤外線を発光する赤外線ＬＥＤ６を用いることにより、物体１４
のシルエットを元に、物体１４に関する以上のことを判定，推定することが可能となる。
【００３０】
　図３は図１におけるスクリーン４ａ，４ｂに表示される情報操作画面１５の表示エリア
の区分を示す図である。
【００３１】
　同図において、情報操作画面１５はスクリーン４ａ，４ｂに表示され、ユーザがコンテ
ンツ取得の操作をすることができるようにしたものであって（縦の破線は、これらスクリ
ーン４ａ，４ｂの境界を示す）、この情報操作画面１５の上側にあって、この情報操作画
面１５の横方向全体にわたる横長のコンテンツリスト表示領域１６と、情報操作画面１５
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の下側にあって、この情報操作画面１５の横方向の一部をなす横長のコンテンツ再生領域
１７と、情報操作画面１５の下側の残りのコンテンツ保存領域１８とに区分されている。
コンテンツリスト表示領域１６では、文字列からなるコンテンツのメニューのリスト（即
ち、コンテンツリスト）が、例えば、右側から左側に順次流れるようにスクロール表示さ
れ、所望とするコンテンツメニューを指先でタッチ操作すると、このコンテンツメニュー
に対するコンテンツがデータベース（図示せず）から再生されて、コンテンツ再生領域１
７に表示される。また、このコンテンツ再生領域１７で再生表示されるコンテンツを、例
えば、指先でチッタ操作して、コンテンツ保存領域１８に移すことにより、カードリーダ
８（図１）でＩＣカード（図示せず）に保存することができるし、また、顧客が所有のＰ
Ｃ（パソコン）などに転送させることもできる。
【００３２】
　ここで、コンテンツリスト表示領域１６でコンテンツリストが、上記のように、流れて
いるスクロール表示状態で、指先でこのコンテンツ表示領域１６に触れた場合には、この
コンテンツリストの流れの状態は変化しないが、例えば、この実施形態の情報表示端末が
喫茶店やバーなどに設置されているなどして、テーブル面３情報操作画面１５上に、例え
ば、グラスなどの指先でない物体が置かれたときには、川の中で水が障害物を避けるよう
にして流れるように、このコンテンツリストがこの物体を避けて流れるように見えること
になる。このために、カメラ部１３（図１）が撮像したスクリーン４ａ，４ｂのシルエッ
トの形状をパターン認識することにより、このシルエットを生じさせる物体が指先である
か否かを判定する。
【００３３】
　いま、図４（ａ）に示すように、コンテンツリスト表示領域１６で流れる「ＭＯＶＩＥ
」というコンテンツメニュー１９を手の先２０の指先でタッチしたとすると、このコンテ
ンツメニュー１９の表示部分を拡大して示すと、図４（ｂ）に示すように、手２０のシル
エット２０ａがスクリーン４（４ａ，４ｂ）上に形成される。シルエットのパターン認識
のために、一例として、このスクリーン４は微小面積の単位エリア（以下、セルという）
２１に仮想的に区分されており、シルエット２０ａに含まれるかかるセル２１の配列関係
からこのシルエットの形状、従って、このシルエット２０ａを生じさせる物体の種類、即
ち、手の先２０か、それ以外の物体かが判定される。この場合には、指先でコンテンツメ
ニュー１９がタッチされたものであるから、シルエット２０ａは手の先２０のシルエット
と判定し、コンテンツメニュー１９はそのまま同じ方向にスクロールして（流れて）いく
。なお、この場合には、コンテンツメニュー「ＭＯＶＩＥ」１９がタッチ操作されたもの
であるから、そのコンテンツがコンテンツ再生領域１７（図３）に表示されることになる
。また、このシルエット２０ａは手の先２０のスクリーン４に触れた部分のものであり、
図２（ｃ１），（ｃ２）や図２（ｄ１），（ｄ２）で説明した閾値ＶTを用いる方法によ
り、検出されるものである。
【００３４】
　ここで、セル２１の大きさは、コンテンツメニュー１９を構成する文字を１つ含む大き
さ（例えば、８×８画素）としており、また、各セル２１は個々にスクリーン４、従って
、コンテンツリスト表示領域１６でのその位置が管理されている。そこで、このコンテン
ツリスト表示領域１６に生ずるシルエットは、その位置がかかるセル２１の位置と関連付
けて検出され、また、このコンテンツリスト表示領域１６をスクロールするコンテンツメ
ニューを構成する夫々の文字の位置も、このセル２１の位置に関連して管理される。この
ようにして、検出されたシルエットの位置も、コンテンツリストの各文字の位置も、管理
されることになる。
【００３５】
　なお、カメラ部１３からの映像信号は、デジタル映像信号に変換された後、上記の閾値
ＶTで、この閾値ＶT以下のレベルの画素値が“０”となるように、２値化され、上記のセ
ル内での“０”の画素数が割合が規定の値（例えば、２０％）以上のとき、このセルはシ
ルエット内にあるとする。
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【００３６】
　また、各セルは、例えば、このセルの左上隅の画素位置によって、その位置が規定され
る。従って、セルの大きさを８×８画素とし、図４（ｂ）を示すセル２１の配列をスクリ
ーン４ａ，４ｂによる表示面とすると、表示画面での画素位置を単位とする横ｍ番目，縦
ｎ番目のセルの位置は、｛１＋８（ｍ－１），１＋８（ｎ－１）｝となる。
【００３７】
　各コンテンツメニュー１９は、先頭の文字（図４に示すコンテンツメニュー１９では、
文字「Ｍ」）が移動する軌道（本来は横方向の軌道）に沿って（即ち、個の先頭の文字の
後を付いて）、この先頭の文字に続いて残りの文字（図４に示すコンテンツメニュー１９
では、文字「Ｏ」，「Ｖ」，「Ｉ」，「Ｅ」）が移動する。そして、先頭の文字に対して
、この文字が存在するセルの移動方向１つ前方のセルがシルエットに含まれるものである
か否か判定され、この前方のセルがシルエットに含まれないものであるとき、あるいは指
先のシルエットに含まれる場合でも、先頭のセルは、従って、残りのセルも１つ前方のセ
ルに進む。このようにして、シルエットに含まれないセルの領域では、コンテンツメニュ
ーがその本来の横方向の流れに沿って移動していく。
【００３８】
　また、図５（ａ）に示すように、コンテンツリストがスクロールするコンテンツ表示領
域１６に、例えば、コップなどの指先以外の物体２２を置いたとすると、このシルエット
２２ａは図５（ｂ）に示すようになり、パターン認識によってこれが指先以外のものであ
ることを認識することができる。
【００３９】
　そこで、この場合には、このシルエット２２ａに突き当たるように、コンテンツメニュ
ー「ＭＯＶＩＥ」１９が流れてきたとすると、これがシルエット２２ａに突き当たる直前
に、即ち、このコンテンツメニュー「ＭＯＶＩＥ」１９の先頭の文字「Ｍ」の１つ前方の
セルがシルエット２２ａに含まれるものであることが判定されると、図６（ａ）に示すよ
うに、この先頭の文字「Ｍ」はこのシルエット２２ａに突き当たらない方向（例えば、上
方向）に流れを変え、これに続いて、図６（ｂ）に示すように、次の文字「Ｏ」も文字「
Ｍ」に続いて、シルエット２２ａに突き当たらない同じ方向に流れを変える。このように
して、コンテンツメニュー「ＭＯＶＩＥ」１９の文字が順次シルエット２２ａに突き当た
らない方向に流れを変えていく、元の流れの方向でシルエット２２ａに突き当たらない位
置に達すると、再び元の正規の方向（即ち、コンテンツリスト表示領域１６の長手方向）
に流れの方向を戻す。勿論、シルエット２２ａの形状によっては、このように方向を変え
た結果、さらに、シルエットに突き当たる場合には、突き当たらない方向に流れの方向を
変える。従って、一時逆戻りする場合もあり得る。
【００４０】
　このシルエットに対するコンテンツニューの流れの方向は、予め決められた規則に従っ
て決められる。その一例としては、まず、先頭の文字の現時点のセルに対して移動方向（
横方向）に１つ前方のセルがシルエットに含まれることが検出されると、まず、例えば、
現時点でのセルに対して上方向１つ前方のセルがシルエットに含まれるか否か判定し、含
まれなければその方向に移動を変えるが、含まれるのであれば、次に、現時点でのセルに
対して下方向１つ前方のセルがシルエットに含まれるか否か判定する。このような判定に
よって、コンテンツメニュー１９が指以外の物体を避けて流れることになる。勿論、この
先頭の文字に続く同じコンテンツメニューの残りの文字も、この先頭の文字の軌道に沿っ
て移動する。
【００４１】
　以上のようにして、指先でタッチしたとき以外のシルエットが検出された場合には、コ
ンテンツメニューがこのシルエットを避けるようにして流れることになり、これにより、
かかるコンテンツメニューのリストは、シルエットに邪魔されずに、即ち、テーブル面３
のスクリーン４上にコップなどの物体が置かれても、これに隠されることなく、そのまま
表示されて流れることになる。また、このようなコンテンツリストの流れは、川の流れと
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同様なものであって、従来のメニューリストの表示方式とは異なる特殊のものであるから
、顧客に非常な興味を引き起こさせて注目されるものであり、メニューリストが使用され
る可能性が増大することになる。
【００４２】
　図７は図１に示す第１の実施形態とこれを用いたシステムの一具体例を示すシステム構
成図であって、は制御部、３１は映像合成部、３２は記憶部、３３はタッチセンサ、３４
は通信部、３５はサーバ、３６はユーザデータベース、３７はパンフレットデータベース
、３８はコンテンツデータベース、３９は外部制御部、４０は外部通信部、４１は通信網
、４２はＰＣ（パソコン）、４３はＩＣカードリーダライタであり、前出図面に対応する
部分には同一符号を付けて重複する説明を省略する。なお、ここでは、タッチセンサ３３
も示しているが、これは後述する実施形態で用いられるものであって、この第１の実施形
態では、設けられていない。
【００４３】
　同図において、カメラ部１３ａ，１３ｂからの映像信号は映像合成部３１に供給されて
、これら映像信号が合成されてスクリーン４ａ，４ｂによる１つの情報操作画面１５（図
３）全体の映像信号が形成され、制御部３０に供給される。このために、例えば、まず、
カメラ部１３ａが１／２フィールド期間にスクリーン４ａを撮像し、次いで、次の１／２
フィールド期間にカメラ部１３ｂがスクリーン４ｂを撮像するようにして、各フィールド
毎にカメラ部１３ａ，１３ｂが夫々スクリーン４ａ，４ｂを撮像する。映像合成部３１は
、これらカメラ部１３ａ，１３ｂからの映像信号を１フィールド毎にメモリに記憶して合
成し、情報操作画面１５の映像を作成して制御部３０に供給する。
【００４４】
　制御部３０はＣＰＵ（Central Processing Unit）などを備え、記憶部３２を用いて各
部の制御や信号処理を行なうものであって、また、情報操作画面１５での下層的な各セル
２１（図４）の表示画面１５での位置を管理している。そして、映像合成部３１からの映
像信号を処理して、上記のような手法により、スクリーン４ａ，４ｂに生ずるシルエット
を検出し、また、このシルエットの位置や形状を、これが含むセル２１を用いて、判定す
る。
【００４５】
　なお、映像合成部３１は必ずしも必要なものではなく、カメラ部１３ａ，１３ｂからの
映像信号を直接制御部３０に供給するようにしてもよい。
【００４６】
　また、制御部３０は、タグリーダ７でユーザの無線ＩＤタグからタグ情報（ここでは、
パンフレットＩＤ）が読み取られると、このタグ情報としてのパンフレットＩＤを取り込
み、後述するように、サーバ３５の情報をもとに、このパンフレットＩＤに応じたコンテ
ンツリストを作成して投写装置１２ａ，１２ｂに供給し、表示画面１５のコンテンツリス
ト表示領域１６（図３）に表示させる。そして、制御部３０は、映像合成部３１からの映
像信号をもとにして検出したシルエットに応じて、図４～図６で説明したように、コンテ
ンツリスト表示領域１６でのコンテンツメニュー１９の流れ（スクロール）も制御する。
【００４７】
　さらに、制御部３０は、カードリーダ８でユーザの無線ＩＣカードからユーザＩＤが読
み取られると、これを取り込み、後述するように、サーバ３５の情報のもとに、このユー
ザＩＤに応じたコンテンツメニューを作成して投写装置１２ａに供給し、表示画面１５の
コンテンツ保存領域１８（図３）に表示させる。
【００４８】
　さらに、また、制御部３０は、コンテンツリスト表示領域１６で表示されるコンテンツ
リストやコンテンツ保存領域１８で表示されるコンテンツメニューで選択されたコンテン
ツをサーバ３５から読み取って記憶部３２に保持し、これを投写装置１２ａ，１２ｂに供
給して情報操作画面１５のコンテンツ再生領域１７（図３）に表示させる。このようなサ
ーバ３５との通信は、通信部３４を用いて行なわれる。
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【００４９】
　さらに、制御部３０は、近接センサ９ａ，９ｂや着座センサ１０の検出出力を取り込み
、各部の制御を行なう。
【００５０】
　サーバ３５は、外部通信部４０を備えて、テーブル１の制御部３０や通信網４１を介し
てユーザ用のＰＣ４２などと通信が可能であって、また、ユーザデータベース３６やパン
フレットデータベース３７，コンテンツデータベース３８を備え、テーブル１の制御部３
０からの要求に応じて、コンテンツリストの情報やコンテンツを提供できる。
【００５１】
　ここで、コンテンツデータベース３８には、図８（ａ）に示すように、ムービファイル
やテキストファイルといったコンテンツが夫々、固有のコンテンツＩＤを付されて、格納
されている。
【００５２】
　無線ＩＣカードには、そのカード固有のＩＤ（ユーザＩＤ）が格納されている。ユーザ
データベース３６には、図８（ｂ）に示すように、無線ＩＣカードのユーザＩＤ毎に、こ
のユーザＩＤでコンテンツデータベース３８から提供を受けることができるコンテンツの
ＩＤ（コンテンツＩＤ）が格納されている。ここでは、例えば、ユーザＩＤ「Ｕ－０００
０１」に対しては、コンテンツＩＤ「Ｃ－００２」，「Ｃ－００４」，「Ｃ－００６」，
「Ｃ－００８」のコンテンツが提供できることになる。また、かかるコンテンツＩＤをも
とに、制御部３０はカードリーダ８で読み取りが行なわれた無線ＩＣカードに対してコン
テンツリストを作成し、これを情報操作画面１５のコンテンツリスト表示領域１６に表示
させる。
【００５３】
　無線ＩＤタグには、そのタグ固有のＩＤ（パンフレットＩＤ）が格納されている。パン
フレットデータベース３７には、図８（ｃ）に示すように、無線ＩＤタグのパンフレット
ＩＤ毎に、このパンフレットＩＤでコンテンツデータベース３８から提供を受けることが
できるコンテンツのＩＤ（コンテンツＩＤ）が格納されている。ここでは、例えば、パン
フレットＩＤ「Ｐ－００００１」に対しては、コンテンツＩＤ「Ｃ－００１」，「Ｃ－０
０２」，「Ｃ－００３」，「Ｃ－００４」のコンテンツが提供できることになる。また、
かかるコンテンツＩＤをもとに、制御部３０はタグリーダ７で読み取りが行なわれた無線
ＩＤタグに対してコンテンツリストを作成し、これを情報操作画面１５のコンテンツリス
ト表示領域１６に表示させる。
【００５４】
　そこで、ユーザがその所有の無線ＩＤタグをタグリーダ７で読み取らせたところ、これ
によって読み取られたパンフレットＩＤが「Ｐ－００００１」とすると、制御部３０はこ
のパンフレットＩＤを通信部３４を介してサーバ３５に送る。サーバ３５では、このパン
フレットＩＤを外部通信部４０で受信し、外部制御部３９に供給する。外部制御部３９は
入力情報の判定処理し、これがパンフレットＩＤであると判定すると、パンフレットデー
タベース３７からこの「Ｐ－００００１」のパンフレットＩＤに対するコンテンツＩＤ「
Ｃ－００１」，「Ｃ－００２」，「Ｃ－００３」，「Ｃ－００４」を読み取り、外部通信
部７０からテーブル１に送信する。テーブル１では、これを通信部３４で受信し、制御部
３０に送る。制御部３０では、上記のように、受信した上記のコンテンツＩＤ「Ｃ－００
１」，「Ｃ－００２」，「Ｃ－００３」，「Ｃ－００４」を記憶部３２に保存し、これら
コンテンツＩＤに対するコンテンツリストを作成し、投写部１２ａ，１２ｂに供給して、
情報操作画面１５のコンテンツリスト表示領域１６（図３）に流れる（スクロールする）
コンテンツリストとして表示させる。ユーザがこのコンテンツリストからコンテンツメニ
ューを選択すると、選択されたこのコンテンツメニューのコンテンツがサーバ３５のコン
テンツデータベース３８から読み取られ、情報操作画面１５のコンテンツ再生領域１７（
図３）で表示される。
【００５５】
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　カードリーダ８で無線ＩＣカードから読み取られるユーザＩＤに対しても、制御部３０
は、サーバ３５のユーザデータベース３６からこのユーザＩＤに対するコンテンツＩＤを
読み出して、これらコンテンツＩＤに対するコンテンツメニューを作成して投写部１２ａ
，１２ｂに供給し、情報操作画面１５のコンテンツ保存領域１８（図３）に表示させる。
ユーザは、これらコンテンツメニューの１つを選択することにより、選択されたコンテン
ツメニューのコンテンツがサーバ３５のコンテンツデータベース３８から読み取られ、情
報操作画面１５のコンテンツ再生領域１７（図３）で表示される。
【００５６】
　サーバ３５の外部通信部４０は通信網４１を介してユーザ所有のＰＣ４２と接続されて
おり、これにより、これらサーバ３５とＰＣ４２との間で通信を行なうことができる。Ｐ
Ｃ４２は無線ＩＣカードのカードリーダ４３が設けられており、テーブル１のカードリー
ダ８で読み取り可能な無線ＩＣカードのユーザＩＤを読み込むことにより、サーバ３５の
ユーザデータベース３６からこのユーザＩＤのコンテンツＩＤ（図８（ｂ））を取り込ん
でコンテンツメニューのリストをＰＣ４２の表示面に表示させることにより、このリスト
から所定のコンテンツメニューを選択することにより、これに対するコンテンツをサーバ
３５のコンテンツデータベース３８から取り込んでこの表示画に表示させることができる
。即ち、テーブル１に用いる無線ＩＣカードを用いることにより、ＰＣ４２においても、
サーバ３５のコンテンツデータベース３８のコンテンツを取得することができるものであ
る。
【００５７】
　なお、サーバ３５は、テーブル１と同じ建家（例えば、喫茶店などの店舗や展示場など
）４４内に設置してもよいし、また、インターネットなどのネットワークを介してテーブ
ル１と接続するようにしてもよいし、テーブル内に格納してもよい。
【００５８】
　次に、以上の構成の第１の実施形態の動作を説明する。
【００５９】
　図９はこの第１の実施形態の全体的な動作を示すフローチャートである。
【００６０】
　図１に示すテーブル１では、これにユーザ（顧客）が近づかず、近接センサ９ａ，９ｂ
がユーザを検知しないときには、スクリーン４ａ，４ｂには何も表示されていない。ユー
ザが近づいてこれを近接センサ９ａ，９ｂが検知すると（図９のステップ１００）、制御
部３０（図７）が動作してスクリーン４ａ，４ｂに待機画面５０（図１０（ａ））が表示
される（図９のステップ１０１）。この待機画面５０では、例えば、「どうぞお座りにな
ってください」といったような案内メッセージが表示されているだけである。この案内に
従ってユーザが椅子２に座ると、これを検知し（図９のステップ１０２）、スクリーン４
ａ，４ｂに操作説明画面５１（図１０（ｂ））が表示される（図９のステップ１０３）。
この操作説明画面５１は、詳細な説明は省略するが、図９の次のステップ１０４で表示さ
れる情報操作画面での操作方法を説明するものであり、この操作説明画面５１に表示され
る、例えば、「流れるキーワードを手で選んでください」などといった案内に従ってこの
操作説明画面５１のコンテンツリスト表示画面１６で流れながら表示されているいずれか
のキーワード５１ａをタッチ操作すると、先に説明したようにコンテンツを閲覧するため
の操作ができる情報操作画面１５（図３）の表示状態に移る（図９のステップ１０４）。
【００６１】
　情報操作画面１５としては、タグリーダ７が無線ＩＤタグからパンフレットＩＤを読み
取ったことによる情報操作画面と、さらに、カードリーダ８が無線ＩＣカードからユーザ
ＩＣを読み取ったことによる情報操作画面と、これらの読み取りが行なわれない場合の自
動的に表示される自動情報操作画面とがある。
【００６２】
　ユーザが椅子２に座って操作説明画面５１を操作したときには、自動操作画面が表示さ
れ、これを操作することにより、この自動情報操作画面のコンテンツリスト表示領域１６
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に表示されるコンテンツリストのコンテンツをサーバ３５のコンテンツデータベース３８
から取得してコンテンツ再生領域１７に表示させることができる。
【００６３】
　そして、この自動情報操作画面の表示中に、タグリーダ７で無線ＩＤタグからパンフレ
ットＩＤの読み取りが、あるいはカードリーダ８で無線ＩＣカードからユーザＩＣの読み
取りが行なわれると（図９のステップ１０５）、このパンフレットＩＤもしくはユーザＩ
Ｄに応じたコンテンツＩＤやコンテンツがサーバ３５から読み取られ（図９のステップ１
０６）、かかる情報が表示された情報操作画面が情報操作画面１５に表示される。
【００６４】
　そして、以上の情報操作画面が表示されているときも、ほぼ周期的に着座センサ１０の
検出出力が制御部３０に取り込まれ（図９のステップ１０２）、ユーザが椅子２から立ち
上がったときには、ＩＤタグ７に無線ＩＤタグが残っていないかどうかの認識処理やカー
ドリーダ８に無線ＩＣカードが残っていないかどうかの認識処理が行なわれ（図９のステ
ップ１０７）、いずれにも残っていないときには、情報操作画面での情報をクリアし（図
９のステップ１０９）、いずれかが残っている場合には、その旨を音声などによってユー
ザに通知し（図９のステップ１０８）、情報操作画面での情報をクリアする（図９のステ
ップ１０９）。そして、次のユーザの接近を待つ（図９のステップ１００）。
【００６５】
　このように、ユーザが椅子２から離れることにより、これを着座センサ１０が検知して
スクリーン４ａ，４ｂでのこれまでの表示画面をクリアするものであるから、これまでの
画面操作による履歴がリフレッシュされる。
【００６６】
　ここで、無線ＩＤタグや無線ＩＣカードについて説明すると、一例として、同じ無線Ｉ
Ｄタグでは、同じジャンルのコンテンツだけしか閲覧することができず、無線ＩＤタグ毎
に閲覧することができるコンテンツのジャンルを異ならせる。例えば、スポーツのジャン
ルのコンテンツを見たい場合には、このジャンルの無線ＩＤタグを用いればよい。そして
、テーブル１が喫茶店などの店舗に設置されている場合には、かかる無線ＩＤタグを店舗
がユーザに貸し出すようにしてもよい。
【００６７】
　無線ＩＣカードは、ジャンルに関係なく、そのユーザが好みのコンテンツを閲覧するこ
とができるようにするものである。後述するように、無線ＩＣカードで閲覧することがで
きるコンテンツは、無線ＩＣタグを用いることによって情報操作画面１５のコンテンツリ
スト表示領域１６に表示されるコンテンツリストで選ぶことができる。
【００６８】
　なお、上記の自動情報操作画面では、お勧めのコンテンツや、店舗の場合には、そこの
宣伝・広告や依頼される他社のコマーシャルなどといったコンテンツとしてもよい。
【００６９】
　次に、この第１の実施形態での情報操作画面１５について説明する。
【００７０】
　（１）自動情報操作画面１５ａ：
　図１０に示す操作説明画面５１でキーワード５１ａをタッチ操作すると、図１１（ａ）
に示す自動情報操作画面１５ａが表示され、そのコンテンツリスト表示領域１６に複数の
コンテンツメニュー１９からなるコンテンツリストが横方向に流れて表示され（以下では
、右から左方向に流れる（スクロールする）ものとする）、この表示が繰り返される。こ
こで、図１１では、コンテンツメニュー１９として、「Ａ＋＋＋＋」，「Ｂ＋＋＋＋」，
「Ｃ＋＋＋＋」，「Ｄ＋＋＋＋」，「Ｅ＋＋＋＋」，「Ｆ＋＋＋＋」，「Ｇ＋＋＋＋」の
７個を示すが、これら対するコンテンツを夫々コンテンツＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇと
する。
【００７１】
　かかる表示状態で、図１１（ｂ）に示すように、指先５２により、このコンテンツリス
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トの１つのコンテンツメニュー１９（例えば、「Ａ＋＋＋＋」）をタッチ操作して選択す
ると、上記のようにして、サーバ３５のコンテンツデータベース３８（図７）からこのコ
ンテンツメニュー「Ａ＋＋＋＋」１９に対するコンテンツが読み取られ、図１１（ｃ）に
示すように、自動情報操作画面１５ａのコンテンツ再生領域１７にこのコンテンツＡのコ
ンテンツ画面５４ａとして表示される。このコンテンツ再生領域１７には、さらに、「保
存」ボタン５３ａと「閉じる」ボタン５３ｂとが表示される。また、コンテンツリスト表
示画面１６では、選択されたコンテンツメニュー「Ａ＋＋＋＋」１９が除かれる。なお、
コンテンツメニュー１９が選択されて除かれると、これに伴って、コンテンツリストに新
たなコンテンツメニュー「Ｆ＋＋＋＋」１９が追加されて表示される。
【００７２】
　そこで、図１１（ｄ）に示すように、指先で「保存」ボタン５３ａをタッチ操作すると
、図１１（ｅ）に示すように、コンテンツ保存領域１８にコンテンツＡのアイコン（コン
テンツアイコン）５５ａが表示され、また、コンテンツ再生領域１７でのコンテンツ画面
５４ａの表示が終了する。
【００７３】
　次に、図１１（ｅ）に示す自動情報操作画面１５ａで、図１２（ａ）に示すように、コ
ンテンツリスト表示領域１６での他のコンテンツメニュー「Ｂ＋＋＋＋」１９をタッチし
て選択すると、上記と同様、サーバ３５のコンテンツデータベース３８（図７）からこの
コンテンツメニュー「Ｂ＋＋＋＋」１９に対するコンテンツＢが読み取られ、図１２（ｂ
）に示すように、自動情報操作画面１５ａのコンテンツ再生領域１７にこのコンテンツＢ
のコンテンツ画面５４ｂが表示される。このコンテンツ再生領域１７でも、さらに、「保
存」ボタン５３ａと「閉じる」ボタン５３ｂとが表示される。また、コンテンツリスト表
示画面１６では、新たに選択されたコンテンツメニュー「Ｂ＋＋＋＋」１９が除かれる。
なお、コンテンツメニュー１９が選択されて除かれると、これに伴って、コンテンツリス
トに新たなコンテンツメニュー「Ｇ＋＋＋＋」１９が追加されて表示される。
【００７４】
　そして、図１２（ｃ）に示すように、指先で「保存」ボタン５３ａをタッチ操作すると
、図１２（ｄ）に示すように、コンテンツ保存領域１８にコンテンツＢのコンテンツアイ
コン「Ｂ」５５ｂが表示され、また、コンテンツ再生領域１７でのコンテンツＢの表示が
終了する。このとき、図１１（ｄ）に示す操作によってコンテンツ保存領域１８に既に表
示されているコンテンツアイコン「Ａ」５５ａもそのまま表示され、２つのコンテンツＡ
，Ｂが保存されていることが示される。
【００７５】
　なお、コンテンツ保存領域１８でコンテンツアイコンが表示されるコンテンツ（図１２
（ｄ）に対しては、コンテンツＡ，Ｂ）に対して、それらのコンテンツＩＤが記憶部３２
（図７）に保存され、これによって保存されているコンテンツが区別される。このように
、コンテンツＩＤが記憶部３２に保存されたコンテンツのことを、コンテンツが保存され
たという。
【００７６】
　また、図１２（ｄ）に示す自動情報操作画面１５ａで、図１３（ａ）に示すように、コ
ンテンツ保存領域１８に表示されるコンテンツアイコン、例えば、コンテンツアイコン「
Ａ」５５ａを指先５２でタッチして選択すると、このコンテンツアイコン「Ａ」５５ａに
対するコンテンツＩＤが記憶部３２（図７）から読み取られ、さらに、このコンテンツＩ
Ｄをもとにサーバ３５のコンテンツデータベース３８からコンテンツＡが読み取られ、図
１３（ｂ）に示すように、コンテンツ再生領域１７にコンテンツ画面５４ａが、「保存」
ボタン５３ａと「閉じる」ボタン５３ｂとともに、表示される。これとともに、記憶部３
２からコンテンツＡのコンテンツＩＤが除かれ、コンテンツ保存領域１８では、選択され
たコンテンツアイコン「Ａ」５５ａが削除される。
【００７７】
　かかる表示状態において、「閉じる」ボタン５３ｂを指先５２でタッチ操作すると、図
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１３（ｄ）に示すように、コンテンツ再生領域１７でのコンテンツ画面５４ａの表示が中
止され、これとともに、コンテンツリスト表示領域１６では、このコンテンツＡのコンテ
ンツメニュー「Ａ＋＋＋＋」１９がコンテンツリストに追加され、また、これとともに、
これまで表示されていたコンテンツメニュー１９（例えば、最後に付加されたコンテンツ
メニュー「Ｇ＋＋＋＋」）が１個このコンテンツリストから除かれる。
【００７８】
　このようにして、コンテンツ保存領域１８で表示されるコンテンツアイコンをタッチ操
作することにより、このコンテンツアイコンに該当するコンテンツがコンテンツ再生領域
１７で表示されることになり、ユーザが希望するコンテンツをこのように保存することに
より、この希望するコンテンツを、コンテンツリストから選択することなく、いつでも間
違いなく再生して閲覧することができる。
【００７９】
　また、コンテンツ再生領域１７でコンテンツＡのコンテンツ画面５４ａが表示されてい
る図１１（ｃ）に示す自動情報操作画面１５ａで、図１４（ａ）に示すように、コンテン
ツリスト表示領域１６でのコンテンツメニュー１９（例えば、コンテンツメニュー「Ｂ＋
＋＋＋」）を指先５２で選択すると、図１４（ｂ）に示すように、コンテンツ再生領域１
７で表示されているコンテンツＡは、そのコンテンツアイコン「Ａ」５５ａがコンテンツ
保存領域１８で表示されるようになって、保存され、これとともに、コンテンツ再生領域
１７では、コンテンツ画面５４ａに代わって、選択されたコンテンツメニュー「Ｂ＋＋＋
＋」）１９のコンテンツＢのコンテンツ画面５４ｂが表示される。
【００８０】
　また、図１４（ｂ）に示す自動情報操作画面１５ａで、図１４（ｃ）に示すように、指
先５２でコンテンツ保存領域１８でのコンテンツアイコン「Ａ」５５ａをタッチ操作する
と、図１４（ｂ）に示すように、コンテンツ再生領域１７に、コンテンツ画面５４ｂに代
わって保存されていたコンテンツＡのコンテンツ画面５４ａが表示され、これとともに、
コンテンツＡに代わってコンテンツＢが保存され、コンテンツ保存領域１８にコンテンツ
Ｂのコンテンツメニュー「Ｂ」５５ｂが表示される。
【００８１】
　このようにして、保存している複数のコンテンツは、いつでも交代して閲覧することが
可能であり、不必要となったコンテンツは、「閉じる」ボタン５３ｂを用いることにより
、保存を解除することができる。
【００８２】
　（２）無線ＩＤタグによる情報操作画面１５ｂ：
　図１５（ａ）に示すように、テーブル面３（図１）のタグセンサ７の対向位置（マーク
，枠などで明示されている）に無線ＩＤタグ５６ａを置くと、タグセンサ７がパンフレッ
トＩＤを読み取り、先に説明したように、コンテンツリスト表示領域１６にこのパンフレ
ットＩＤに応じたコンテンツメニュー１９によるコンテンツリストが流れるように表示さ
れる情報操作画面１５ｂが表示される。そして、このようにコンテンツメニューが表示さ
れた状態で、図１５（ｂ）に示すように、タグセンサ７の対向位置から取り除くと、コン
テンツメニュー１９が表示されなくなり、この状態が所定時間経過すると、図１１～図１
４で説明した自動情報操作画面１５ａが表示されるようになるが、この所定時間が経過す
る前に、図１５（ｃ）に示すように、タグセンサ７の対向位置に無線ＩＤタグを置くと、
この無線ＩＤタグに対するコンテンツリストが表示される。このときの無線ＩＤタグ５６
ｂが図１５（ａ）での無線ＩＤタグ５６ａと異なるときには、表示されるコンテンツリス
トも異なる。
【００８３】
　この情報操作画面１５ｂについても、自動情報操作画面１５ａと同様の図１１～図１４
で説明した操作を行なうことができ、これにより、無線ＩＤタグに対するコンテンツリス
トのコンテンツの閲覧や保存をすることができる。
【００８４】
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　（３）無線ＩＣカードによる情報操作画面１５ｃ：
　例えば、いま、図１２（ｄ）に示す自動情報操作画面１５ａの表示状態で、あるいは無
線ＩＤタグ５６による同様の情報操作画面１５ｂの表示状態で（これを図１６（ａ）に示
す）、図１６（ｂ）に示すように、カードリーダ８に対向するテーブル３上の位置（マー
クや枠などが表わされている）に無線ＩＣカード５７を置くと、このカードリーダ８によ
ってこの無線ＩＣカード５７からユーザＩＤが読み取られ、上記のように、このユーザＩ
Ｄに対するコンテンツＩＤがサーバ３５のユーザデータベース３６（図７，図８（ｂ））
から読み取られ、コンテンツ保存領域１８にこれらコンテンツＩＤに対するコンテンツア
イコンが表わされた情報操作画面１５ｃがスクリーン４ａ，４ｂに表示される。ここでは
、元々保存されているコンテンツＡ，Ｂのコンテンツアイコン「Ａ」５５ａ，「Ｂ」５５
ｂに加えて、無線ＩＣカード５７によるコンテンツアイコン「い」５５ｄ，「ろ」５５ｄ
が表示される。このときには、コンテンツ保存領域１８には、「メール送信」ボタン５８
も表示される。
【００８５】
　このコンテンツ保存領域１８に表示されるコンテンツアイコンの機能は全て同等であり
、図１６（ｃ）に示すように、コンテンツアイコン「ろ」５５ｄを指先５２で選択すると
、図１６（ｄ）に示すように、コンテンツアイコン「ろ」５５ｄに対するコンテンツ「ろ
」のコンテンツ画面５４ｃがコンテンツ再生画面１７に表示される。勿論、コンテンツア
イコン「ろ」５５ｄはコンテンツ保存領域１８から取り除かれる。このとき、「保存」ボ
タン５３ａ，「閉じる」ボタン５３ｂも表示され、図１６（ｅ）に示すように、この「閉
じる」ボタン５３ｂをタッチ操作すると、図１７（ａ）に示すように、コンテンツ再生領
域１７でのコンテンツ画面５４ｃや夫々のボタン５３ａ，５３ｂの表示がなくなり、その
代わりにコンテンツリスト表示領域１６のコンテンツリストにコンテンツ「ろ」のコンテ
ンツメニュー「ろ＋＋＋＋」１９が追加されて表示される。
【００８６】
　そして、この表示状態で、例えば、無線ＩＣカード５７をカードリーダ８の対向位置か
らはずすと、図１７（ｂ）に示すように、コンテンツ保存領域１８でのコンテンツアイコ
ン「Ａ」５５ａ，「Ｂ」５５ｂ，「い」５５ｃに対するコンテンツ「Ａ」，「Ｂ」，「い
」がこの無線ＩＣカード５７に登録されることになる。但し、このコンテンツの登録は、
サーバ３５（図７）でのユーザデータベース３６（図７，図８（ｂ））において、この無
線ＩＣカード５７のユーザＩＤに対してこのコンテンツ「Ａ」，「Ｂ」，「い」のコンテ
ンツＩＤを登録することによって行なわれる。従って、この無線ＩＣカード５７を再びカ
ードリーダ８の対向位置に載置すると、この無線ＩＣカード５７のユーザＩＤにより、ユ
ーザテータベース３６からこれらコンテンツ「Ａ」，「Ｂ」，「い」のコンテンツＩＤが
読み取られて、図１７（ｃ）に示すように、情報操作画面１５ｃのコンテンツ保存領域１
８にコンテンツ「Ａ」，「Ｂ」，「い」のコンテンツアイコン「Ａ」５５ａ，「Ｂ」５５
ｂ，「い」５５ｃが表示されることになる。
【００８７】
　また、例えば、図１７（ｃ）に示すように、無線ＩＣカード５７の情報操作画面１５ｃ
で、図１７（ｄ）に示すように、「メール送信」ボタン５８をタッチ操作すると、この情
報操作画面１５ｃのコンテンツ保存領域１８でのコンテンツアイコン「Ａ」５５ａ，「Ｂ
」５５ｂ，「い」５５ｃに対するコンテンツＩＤが、図７において、通信部３４，サーバ
３５の外部通信部４０（これを通さなくてもよいようにすることもできる），通信網４１
を介して、この無線ＩＣカード５７に保存されているメールアドレスのＰＣ４２に送信す
ることができる。このＰＣ４２では、カードリーダライタ４３により、ＩＣカードにこれ
らコンテンツＩＤを書き込むことができる。そして、このＩＣカードをこのＰＣ４２に用
いることにより、このＰＣ４２から希望のコンテンツをサーバ３５に要求し、これに対し
てサーバ３５からコンテンツデータベース３８から要求されたコンテンツがＰＣ４２に提
供される。
【００８８】
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　図１７（ａ）に示すように、無線ＩＣカード５７からのコンテンツ「ろ」に対するコン
テンツメニュー「ろ＋＋＋＋」１９がコンテンツリスト表示領域１６に表示された状態で
この無線ＩＣカード５７をカードリーダ８の対向位置からはずすと、このコンテンツメニ
ュー「ろ＋＋＋＋」１９もコンテンツリスト表示領域１６のコンテンツリストから除かれ
る。また、コンテンツ保存領域１８に表示されていた、例えば、自動情報操作画面１５ａ
のコンテンツリストからのコンテンツアイコン「Ａ」５５ａ，「Ｂ」５５ｂに対するコン
テンツメニュー「Ａ」「Ｂ」は、コンテンツリスト表示領域１６のコンテンツリストに戻
される。なお、除かれてしまったコンテンツ「ろ」は、これを含む無線ＩＤタグなどを上
記のように用いることによって閲覧することができるし、このときに、無線ＩＣカードに
登録することができる。
【００８９】
　このようにして、無線ＩＣカードで閲覧できるコンテンツを変更することができる。
【００９０】
　なお、以上では、情報操作画面１５のコンテンツ再生領域画面１７で、コンテンツ画面
５４とともに、「保存」ボタン５３ａと「閉じる」ボタン５３ｂとが同時に表示されると
したが、図１８（ａ）に示すように、通常コンテンツ画面５４に「保存」ボタン５３ａ，
「閉じる」ボタン５３ｂは表示されず、図１８（ｂ）に示すように、コンテンツ画面５４
に指先５２が触れると、「保存」ボタン５３ａと「閉じる」ボタン５３ｂとが表示され、
指先５２を離すと、図１８に示す表示状態に戻り、この触れた状態で指先５２を移動させ
て、図１８（ｃ）に示すように、「保存」ボタン５３ａに触れるようになると、これが機
能し、上記のように、また、図１８（ｄ）に示すように、そのコンテンツアイコン５５が
コンテンツ保存領域１８に表示されるようにすることもできる。
【００９１】
　図１９はコンテンツ再生領域１７にコンテンツ画面が表示されているとき、このコンテ
ンツ画面に触れる指先の方向により、このコンテンツ画面の表示の向きを変えることがで
きるようにした方法の具体例を示す図である。
【００９２】
　図１９（ａ）において、（イ）に示すように、手２０を左向きにして指先５２がこのコ
ンテンツ画面５４にタッチしたものとすると、タッチし始めるとともに、（ロ）に示すよ
うな指先５２のシルエット５２ａが現われるようになり、この細長いシルエット５２ａが
、（ハ）に示すように、ほぼ最大ななったときに、その重心５９を求める。そして、次に
指先がコンテンツ画面５４から離れていくときに、その重心の移動を検出し（（ニ）はそ
の途中を示す）、（ハ）に示すシルエット５２ａが再大のときの受信５９のい遅滞する重
心の移動方向を検出し（ホ）、その移動方向の向きにコンテンツ画面５４を表示させる。
これにより、コンテンツ画面５４は、（ヘ）に示すように、手２０の向き、即ち、左向き
に表示されることになる。
【００９３】
　図１９（ｂ）は、その（イ）に示すように、手２０の向きを右向きとしたものであるが
、上記と同様にして、（ロ）～（ヘ）に示すように、コンテンツ画面５４は、右向きに表
示されることになる。
【００９４】
　なお、以上の第１の実施形態では、物体のシルエットを得るために、図１において、赤
外線ＬＥＤ６を用いたが、これに限らず、赤外線を含むものであれば、白熱電球などの照
明灯を用いるようにしてもよい。また、テーブル１の天板のテーブル面３に置かれた物体
の位置を検出できるものであれば、例えば、第２の実施形態として図２０に示すように、
感圧センサ２０や静電容量によるセンサなどのタッチセンサを用いてタッチ機能を持たせ
るようにしてもよい。但し、この場合には、図７において、赤外線ＬＥＤ６やカメラ部１
３ａ，１３ｂ、映像合成部３１は設けられず、タッチセンサ３３を用いてスクリーン４ａ
，４ｂ上のシルエットの位置が検出されることになる。
【図面の簡単な説明】
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【００９５】
【図１】本発明によるテーブル型情報端末の一実施形態を示す図である。
【図２】図１における赤外線ＬＥＤからの赤外線照射による効果を説明するための図であ
る。
【図３】図１におけるスクリーンによる表示面の領域区分を示す図である。
【図４】図３におけるコンテンツリスト表示領域を指先でタッチしたときのシルエットと
コンテンツメニューの流れを示す図である。
【図５】図３におけるコンテンツリスト表示領域に指先以外の物体を置いたときのシルエ
ットを示す図である。
【図６】図５に示すシルエットに対するコンテンツメニューの流れを示す図である。
【図７】図１に示す第１の実施形態の内部構成とこれを用いたシステムの一具体例を示す
図である。
【図８】図７における各データベースの一具体例を模式的に示す図である。
【図９】図１に示す第１の実施形態の全体的な動作の一具体例を示すフローチャートであ
る。
【図１０】図１に示す第１の実施形態での待機画面と操作説明画面の一具体例を示す図で
ある。
【図１１】図１のスクリーンに表示される自動情報操作画面の遷移の一具体例の一部を示
す図である。
【図１２】図１１に続く自動情報操作画面の遷移を示す図である。
【図１３】図１２に続く自動情報操作画面の遷移を示す図である。
【図１４】図１３に続く自動情報操作画面の遷移を示す図である。
【図１５】図１のスクリーンに表示される無線ＩＤタグによる情報操作画面の遷移の一具
体例の一部を示す図である。
【図１６】図１のスクリーンに表示される無線ＩＣカードによる情報操作画面の遷移の一
具体例の一部を示す図である。
【図１７】図１６に続く情報操作画面の遷移を示す図である。
【図１８】図１のスクリーンに表示される情報操作画面での操作方法の一具体例を示す図
である。
【図１９】図１のスクリーンに表示される情報操作画面での操作方法の他の具体例を示す
図である。
【図２０】本発明によるテーブル型情報端末の第２の実施形態の要部を示す外観斜視図で
ある。
【符号の説明】
【００９６】
　１　テーブル
　２　椅子
　３　テーブル面
　４，４ａ，４ｂ　スクリーン
　５　衝立
　６　赤外線ＬＥＤ
　７　タグリーダ
　８　カードリーダ
　９ａ，９ｂ　近接センサ
　１０　着座センサ
　１１　前外面
　１２　投写装置
　１３　カメラ部
　１４　物体
　１５，１５ａ～１５ｃ　情報操作画面
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　１６　コンテンツリスト表示領域
　１７　コンテンツ表示領域
　１８　コンテンツ保存領域
　１９　コンテンツメニュー
　２０　手の先
　２０ａ　シルエット
　２１　セル
　２２　物体
　２２ａ　シルエット
　３０　制御部
　３１　映像合成部
　３２　記憶部
　３３　タッチセンサ
　３５　サーバ
　３６　ユーザデータベース
　３７　パンフレットデータベース
　３８　コンテンツデータベース
　５２　指先
　５２ａ　シルエット
　５３ａ　「保存」ボタン
　５３ｂ　「閉じる」ボタン
　５４，５４ａ～５４ｃ　コンテンツ画面
　５５ａ～５５ｄ　コンテンツアイコン
　５６ａ，５６ｂ　無線ＩＤタグ
　５７　無線ＩＣカード
　５８　「メール送信」ボタン
　５９　重心
　６０　タツチセンサ
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(21) JP 4220556 B2 2009.2.4

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】
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